　　

姫路市激励金支出基準（スポーツ振興室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

１　対象大会及び激励金

　(1)　予選を勝ち抜いて出場する全国大会　　　　　　　　　　　　　　 5,000円
　(2)　国民スポーツ大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000円

　(3)　オリンピック・アジア大会・各種目世界選手権大会　　　　　　　50,000円

　(4)　その他の国際大会（招待試合等も含む）　　　　　　　　　　　　20,000円

　(5)　その他市長が特に必要と認める大会　　　　　　　　　　　 市長の定める額

２　対象者

　(1)　原則として、市内在住・在勤・在学者とする。

　(2)　原則として、該当大会のエントリー選手のみとする。

　　　ただし、オリンピック・アジア大会・各種目世界選手権大会及び国民スポーツ大会等、全日本又は兵庫県の協会・連盟から派遣依頼があり、日本国・兵庫県の代表として出場する大会については、正規の選手団名簿に掲載されている役員についても、選手に準じて激励金を支出する。オリンピック・世界選手権大会・国民スポーツ大会においては、監督・コーチについても選手に準じて激励金を交付する。

　(3)　その他市長が特に必要と認めるもの。

３　その他

　(1)　原則として、大会前に申請するものとする。

　(2)　原則として、団体で出場する場合、団体に交付するものとし、上限を50,000円とする。                             
　　　ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

　(3)　激励金の交付については、全国大会、世界大会ともに年度につき各1回とし、個人・団体の重複は認めない。他に姫路市から同年度内に同様の激励金の交付を受けた場合は、回数に含めるものとする。

ただし、国民スポーツ大会、オリンピックは回数には含めないものとする。
　(4)　予選を勝ち抜いて出場する全国大会〔１－(1)〕については、同一大会における激励金支給額を最大３０人分とする。３１人以上の出場者となる場合は、激励金支給額（３０人分）を人数割りして交付（1,000円未満切り捨て）するものとする。

　　　ただし、一人に渡す激励金額については2,000円を下回らないものとする。

(5)　大会終了後、申請者は速やかに出場結果が確認できる資料を提出するものとする。

　(6)　 激励金の交付後、大会中止等により大会に出場しなかった場合（当該大会の中止に伴い代替の大会が開催され、当該代替大会に出場する場合を除く。）、受給者は、激励金の全部又は一部を決められた期限までに市長に返還するものとする。

ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
　　　附　則

　この基準は、平成４年８月１日から施行する。

　　　附　則

　この基準は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この基準は、平成１６年１１月１日から施行する。

　　　附　則

　この基準は、平成１８年７月１日から施行する。

附　則

　この基準は、平成２３年４月１日から施行する。
附　則

　この基準は、令和２年４月１日から施行する。
附　則

　この基準は、令和６年４月１日から施行する。
